
特集
　
◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
「
虎
に
翼
」
が
ヒ
ッ
ト
し
て
い
る
。
主
人
公
・
猪
爪
寅と

も

子こ

の
波
乱
万
丈
・
一
途
千
進
に
共
感
が
集
ま
っ
て
い
る
。
テ
ー
マ
は
、
言
わ

ず
と
知
れ
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
」。
戦
前
の
「
日
本
社
会
の
家

族
的
構
成
」（
川
島
武
宜
の
言
葉
）に
よ
っ
て
社
会
全
体
に
絡
み
つ
い
た
性
的
不

平
等
の
シ
ス
テ
ム
に
苦
し
ん
だ
経
験
は
、
大
正
八
年（
己
未
）に
飯
田
橋
の
米

問
屋
に
生
ま
れ
た
私
の
母
に
も
あ
っ
た
。
モ
デ
ル
と
な
っ
た
大
正
三
年（
甲

寅
）生
ま
れ
の
武
藤（
和
田
・
三
淵
）嘉
子
の
「
戦
闘
力
」
に
は
、
石
田
和
外（
帝

人
事
件
刑
事
裁
判
の
左
陪
席
、
戦
後
の
司
法
省
人
事
課
長
、
の
ち
に
最
高
裁
長
官
）

が
モ
デ
ル
と
思
わ
れ
る
桂
場
等
一
郎
な
ら
ず
と
も
、
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
い
ま
だ
に
全
社
会
を
覆
っ

て
い
る
現
状
は
、
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
特
集
は
、
そ
う
い
う
問
題

意
識
に
貫
か
れ
た
論
考
を
集
め
た
。

　

巻
頭
言
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
研
究
で
高
名
な
浅
倉
む
つ
子
氏
に
健
筆

を
ふ
る
っ
て
い
た
だ
い
た
。
浅
倉
氏
は
、
昨
年
の
当
協
会
定
時
総
会
で
記
念

講
演
に
登
壇
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
こ
で
は
、
生
産
活
動
を
中
心
に
組
み

立
て
ら
れ
た
労
働
力
の
と
ら
え
方
で
は
見
落
と
さ
れ
る
「
ケ
ア
ワ
ー
ク
」
の

重
要
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
普
通
の
人
々
の
生
活
に
視
座
を
移
し
て
、

「
不
生
産
活
動
な
い
し
補
助
活
動
」
と
し
て
貶
め
ら
れ
て
き
た
「
家
事
・
育
児
・

介
護
」
に
焦
点
を
当
て
ら
れ
、
多
く
の
男
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
こ
れ
を
負
担
し
な

い
現
状
を
「
ケ
ア
レ
ス
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
呼
び
、
わ
ざ
わ
ざ
「
ケ
ア
レ
ス
」

と
い
う
の
は
、「
不
注
意
な
」
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
は
な
く
、「
ケ
ア
ワ
ー

ク
を
負
担
し
な
い
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
好
ま
し
く
な
い
状
態
」
と
い
う

意
味
だ
と
、
注
釈
を
下
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転

回
」
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
衝
撃
で
あ
っ
た
。
本
特
集
の
巻
頭
言
は
、「
何
と

し
て
も
改
憲
を
」
と
目
論
む
衆
参
の
憲
法
審
査
会
の
一
部
の
動
き
も
見
据
え

た
か
の
よ
う
に
、「
憲
法
の
真
価
」
を
取
り
上
げ
、
司
法
の
役
割
に
強
い
期
待

を
寄
せ
ら
れ
て
、
焦
土
の
国
民
を
鼓
舞
し
た
一
九
四
六
年
の
「
宣
言
」
に
新

し
い
光
を
当
て
て
、
そ
の
先
の
世
界
に
私
た
ち
を
い
ざ
な
う
。

　

次
に
、「
業
界
話
」
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
た
ち
の
足

元
で
あ
る
「
司
法
の
世
界
」
に
メ
ス
を
入
れ
た
い
。
こ
の
ほ
ど
、
日
本
弁
護

士
会
連
合
会
は
め
で
た
く
渕
上
玲
子
会
長
を
選
出
し
た
が
、
法
曹
三
者
と
呼

ば
れ
る
「
業
界
」
で
は
、
こ
れ
は
初
の
女
性
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
裁

判
所
・
検
察
庁
が
こ
れ
に
続
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
検
察
庁
に
つ
い

て
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
の
畝
本
直
美
氏
が
女
性
初
の
検
事
総
長
の

最
有
力
候
補
と
さ
れ
て
い
る
が
、
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、「
春
は
ま
だ
き
」
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
司
法
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感
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
兆
し
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
最
高
裁
判
所
で
少

数
派
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
一
員
と
し
て
裁
判
官（
二
〇
〇
八
年
〜
二
〇
一
七
年
）を
務

め
ら
れ
た
櫻
井
龍
子
氏
が
、
セ
ク
ハ
ラ
、
マ
タ
ハ
ラ
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
訴

訟
に
お
い
て
、
貴
重
な
少
数
意
見
を
示
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
岡
山
弁

護
士
会
は
、
記
念
講
演
を
企
画
し
、
さ
ら
に
、
全
国
初
の
試
み
と
し
て
ク
オ

ー
タ
ー
制
を
導
入
す
る
な
ど
、
先
進
的
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
。
当
協
会

理
事
で
も
あ
る
則
武
透
氏
に
「
岡
山
弁
護
士
会
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ

プ
解
消
の
た
め
の
取
組
み
」
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

さ
て（「
は
て
？
」
で
も
よ
い
が
）、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
会
が
総
力
を
集
め
て
刊
行
し
た
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
で

読
み
解
く
重
要
判
例
40
』（
日
本
加
除
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
二
三
年
）を
参
考
に

し
て
、
司
法
に
現
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
う
ち
、
生

存
や（
国
連
の
目
標
で
も
あ
る
）「
豊
か
な
生
活（Q

uality of L
ife

）」
に
直
接
か

か
わ
る
問
題
に
絞
り
、
賃
金
・
昇
給
・
昇
進
に
お
け
る
男
女
格
差
、
社
会
保

障
に
お
け
る
男
女
格
差
、
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
今
野

久
子
氏
「
賃
金
・
昇
格
・
昇
進
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
の
是
正
を
求

め
る
裁
判
で
の
た
た
か
い
か
ら
」、
川
口
か
し
み
氏
「
最
高
裁
夫
婦
同
氏
訴
訟

と
憲
法
二
四
条
」、
圷
由
美
子
氏
「『
マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
』
問
題
に
つ

い
て
」
の
各
論
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
の
現
状
と
課
題
を
浮
き
彫
り
に

し
て
い
る
。

　

実
は
、
司
法
の
問
題
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
司
法
に
お
け
る
問
題
と
い

う
領
域
も
あ
る
。
最
近
注
目
を
浴
び
て
い
る
矢
口
祐
人
『
な
ぜ
東
大
は
男
だ

ら
け
な
の
か
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
二
四
年
）に
触
発
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い

が
、
法
曹
・
法
律
家
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
、
法
曹
教
育
に
お
け
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
問
題
と
い
う
分
野
に
も
視
野
を
広
げ
て
、
こ
れ
を
掘
り
下
げ
て
み
た

い
。
西
川
伸
一
氏
「
女
性
裁
判
官
幹
部
人
事
の
研
究
」
は
、
裁
判
官
の
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
の
分
析
を
通
し
て
、
女
性
最
高
裁
長
官
の
誕
生
は
い
つ
か
に
つ
い
て

仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
野
佳
代
氏
「
法
曹
教
育
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」

は
、
法
学
部
や
法
科
大
学
院
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
科
目
の
設
置
状
況

や
担
当
教
員
・
教
官
の
現
状
を
報
告
し
て
い
る
が
、
途
ま
だ
半
ば
の
感
が

否
め
な
い
。
と
り
わ
け
気
に
な
る
の
は
、
非
常
勤
講
師（
非
正
規
雇
用
）の
待

遇
問
題
で
あ
る
。
勤
務
条
件
を
考
慮
し
な
い
低
額
の
報
酬
制
度（
定
額
使
い

放
題
と
雇
止
め
）は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
を
拡
大
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
角
田
由
紀
子
氏
「
合
法
的
女
性
差
別
は
も
う
終
わ
っ
た
の
か
？
」
は
、

戦
前
の
女
性
無
能
力
規
定
の
理
由
を
著
名
な
我
妻
栄
氏
が
「
夫
婦
円
満
の
た

め
」
と
説
明
し
て
い
る（
昭
和
一
六
年
刊
・
民
法
総
則
）こ
と
を
紹
介
し
つ
つ
、

弁
護
士
会
の
登
録
替
え
で
の
面
接
の
一
場
面
な
ど
を
披
露
し
、
い
わ
ば
「
法

曹
あ
る
あ
る
ネ
タ
」
に
も
目
配
り
が
効
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
日
本
刑
法

学
会
で
は
、
会
員
の
う
ち
優
勢
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー（
男
）が
八
割
を
超
え
て
お
り
、

他
方
、
二
五
名
の
理
事
の
う
ち
そ
れ
以
外
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
二
割
を
割
る
場

合
に
は
理
事
会
が
推
薦
し
て
五
名
を
満
た
す
よ
う
に
工
夫
し
た
い
と
い
う

理
事
長
の
発
言
が
あ
っ
た
せ
い
か
、
め
で
た
く
六
名
の
女
性
理
事
が
誕
生
し

た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
女
性
理
事
長
の
誕
生
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た

と
え
ば
、
国
際
刑
事
裁
判
所
で
は
、
裁
判
官
の
選
任
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
・
専
門
性（
刑
事
裁
判
官
や
検
察
官
の
ジ
ャ
ン
ル
と
国
際
法
や
外
交
官
の
ジ
ャ

ン
ル
）・
地
域
割（
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ア
太
平
洋
・
ア
フ
リ
カ
・
東
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
海
な
ど
）に
つ
い
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
方

法
を
工
夫
し
て
い
る
こ
と
も
、
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
い
え
ば
、
本
年
五
月
一
三
日
〜
一
七
日
に
第
三
三
回
犯
罪
防
止
刑
事

司
法
委
員
会
が
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
私
も
参
加
し
た
が
、
入
口
ロ
ビ
ー
の

お
土
産
コ
ー
ナ
ー
で
購
入
し
た
マ
グ
カ
ッ
プ
に
は
、
赤
い
下
地
に
白
抜
き
の

太
文
字
で
「G

E
N
D
E
R
 E
Q
U
A
L
IT
Y

」
と
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
世
界
の

め
ざ
す
共
通
の
目
標
が
あ
る
。 

 

新
倉
　
修（
日
本
民
主
法
律
家
協
会
理
事
長
・

 

青
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
・
弁
護
士
）
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